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大
治
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健
康
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大
治
町
国
民
健
康
保
険

か
ら
の
お
知
ら
せ

か
ら
の
お
知
ら
せ

特定保健指導の対象者は次のように選ばれます
特定健診　判定結果特定健診　判定結果 特定保健指導特定保健指導

腹囲またはＢＭＩで
肥満と判定

情

報

提

供

情

報

提

供

リスク小

❶血糖に異常

❷血圧に異常

❸脂質に異常

❹喫煙習慣あり

リスク中

リスク大

＋

特定保健指導利用券などが送付されます。

生活習慣の改善点に
気付き、目標を設定
し行動できるような
支援

健診判定の改善に向
けた実践できる目標
を選択、継続的に実
行できるような支援

動機付け支援動機付け支援

積極的支援積極的支援

※医療機関への受診の必要性がある場合は「受診勧奨」と通知されます。
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平
成
20
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
特
定
健
康
診
査（
特
定
健
診
）。

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

（
メ
タ
ボ
）お
よ
び
そ
の
予
備
軍

の
発
見
に
着
目
し
た
こ
の
新
し
い

健
診
は
、
40
歳
以
上
〜
75
歳
未
満

の
す
べ
て
の
方
が
受
け
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

が
ん
、
心
臓
病
、
脳
卒
中
な
ど

の
生
活
習
慣
病
は
、
日
本
人
の
死

因
の
６
割
、
国
民
医
療
費
の
３
割

を
占
め
る
深
刻
な
病
気
で
す
。
こ

れ
ら
の
疾
患
の
も
と
は
意
外
と
身

近
な
生
活
習
慣
に
あ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。
こ
う
し
た
生
活
習
慣

病
の
増
加
や
医
療
費
の
増
加
を
食

い
止
め
る
た
め
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
特
定

健
診
と
特
定
保
健
指
導
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
生
活
習
慣
を
見

直
し
、
い
つ
ま
で
も
健
康
な
生
活

を
送
る
た
め
に
も
対
象
年
齢
の
方

は
特
定
健
診
を
必
ず
受
け
て
、
健

康
づ
く
り
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

❶
特
定
健
診
の
受
診

　
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」が
発

行
さ
れ
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た

健
診
機
関
で
健
診
を
受
け
ま
す
。

内
臓
脂
肪
の
蓄
積
を
調
べ
る
た
め

の
腹
囲
や
Ｂ
Ｍ
Ｉ
測
定
の
ほ
か
、

血
圧
、
血
糖
、
血
中
脂
質
、
肝
機

能
な
ど
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
の
進
行
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
項
目
を
検
査
し
ま
す
。
ま
た

問
診
で
は
、
喫
煙
歴
な
ど
生
活
習

慣
な
ど
に
関
す
る
質
問
が
あ
り
ま

す
。

❷
健
診
結
果
の
通
知

　

健
診
結
果
と
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
の
判
定
が
通
知
さ
れ

ま
す
。

❸
特
定
保
健
指
導
対
象
者
の
選
定

　

特
定
健
診
の
結
果
か
ら
、
生
活

習
慣
病
の
前
段
階
で
あ
る
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
リ
ス
ク

（
腹
囲
、
血
糖
、
血
圧
、
脂
質
）

の
数
や
年
齢
な
ど
を
総
合
し
て
、

生
活
習
慣
改
善
の
必
要
性
に
応
じ

た
特
定
保
健
指
導
対
象
者
が
選
ば

れ
ま
す
。（
下
図
参
照
）

❹
特
定
保
健
指
導
を
受
け
る

　

特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
と

な
っ
た
ら
、
積
極
的
に
保
健
指
導

を
受
け
て
内
臓
脂
肪
を
減
ら
し
ま

し
ょ
う
。
対
象
者
と
な
っ
た
方
は
、

「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」と
健

診
結
果
通
知
表
を
保
健
指
導
機
関

に
持
参
し
て
、
生
活
習
慣
を
見
直

す
支
援
を
継
続
し
て
受
け
ま
す
。

　

医
師
、
保
健
師
、
管
理
栄
養
士

な
ど
の
専
門
家
が
あ
な
た
の
健
康

づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

❺
６
カ
月
後
、

　

実
績
評
価
が
行
わ
れ
ま
す

　

健
康
状
態（
体
重
や
腹
囲
等
・

生
活
習
慣
の
改
善
状
況
）の
確
認
が

行
わ
れ
ま
す
。
健
康
目
標
を
達
成

し
て
、
メ
タ
ボ
を
撃
退
し
ま
し
ょ

う
。

注
意
事
項

•
75
歳
以
上
の
方
に
は
、
糖
尿
病

な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
早
期
発

見
と
介
護
予
防
の
た
め
の
健
診

が
行
わ
れ
ま
す
。

•
国
民
健
康
保
険
が
実
施
す
る
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
方
は
特

定
健
診
と
重
複
受
診
は
で
き
ま

せ
ん
。

•
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
方
は
、
加
入
し
て
い
る
各

医
療
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◉
特
定
健
診
・

　

特
定
保
健
指
導
の
流
れ

　

〜 

40
歳
か
ら
75
歳
未
満
の

　

す
べ
て
の
方
が
対
象
で
す 

〜

◉
年
１
回
特
定
健
診
を

　

必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う


